ジャパンビーチゲームズフェスティバル千葉2026
会場設営等業務委託仕様書

１ 委託業務名
ジャパンビーチゲームズフェスティバル千葉2026会場設営等業務委託
２ 履行期間
契約締結日から令和8年7月31日（金）まで
３　開催概要
(1)イベント名称　
ジャパンビーチゲームズフェスティバル千葉2026
(2)主催	ジャパンビーチゲームズフェスティバル千葉実行委員会
(3)開催日時　 令和8年6月13日（土）14日（日）
各日10:00～17:00予定
　　  　　　　※荒天の場合中止。
(4)開催場所　稲毛海浜公園（主にいなげの浜）
(5)来場者数　１日約5,000人（予定）

４ 業務内容
（１）設営物の調達（配送を含む）
（２）設営計画の策定
　　・設営物調達や設営及び撤去に関するスケジュールを策定すること。
（３）会場設営図の作成業務
・設営物については、発注者と協議の上で設置位置を確定し、設営図を作成すること。また、設営計画について変更があった場合は、変更を反映すること。
・設営図はPDF形式で提出すること。
（４）設営図に基づく会場設営及び保守管理
（５）イベント終了後の設営物の撤去及び原状回復業務
（６）業務において生じる関係機関との調整・打合せ等の業務

５ 設営、撤去等期間（予定）
（１）設営開始が可能な日程　令和8年6月10日（水）～
（２）保守・管理期間　設営完了～イベント終了
（３）撤去・原状回復期間　イベント終了後～6月15日（月）



６ 設営物等の仕様
（１）設営物等の仕様及び数量は、大きさ及び性能・機能等において「特記仕様書」
記載のものと同等品以上のものとする。なお、設営物等の指定がある場合は当該製品とし、やむを得ず指定された製品以外のものを使用する場合は、事前に発注者と協議を行うこと。
（２）受注者が用意する設営物等は、錆・傷・汚損等のないものとし、指定された製品を除き統一性を持たせること。なお、発注者から交換の指摘があった設営物等については、直ちに交換すること。
（３）イベント期間中の設営物等の使用に必要な消耗品の備え付け、及び点検補充の確保を
図ること。

７ 官公庁その他関係機関への手続き
本業務の実施に際し、関係法令により許認可申請、届出が必要となる場合は、必要な手続きを行うこと。

８ 現場管理
受注者は、設営着手から撤去終了までの期間、本業務に熟知・熟練し、作業判断を下せる現場責任者及び作業員等が責任をもって現場管理を行い、円滑かつ安全で効率的に業務を遂行すること。

９ 設営・撤去
（１） 設営については、設計図書（仕様書、特記仕様書、設営図等）により行い、発注者ともに現状確認し、十分協議したうえで実施にあたること。
（２） 設営物等の設置については、風雨対策を万全に施し、倒飛壊が生じないようにウエイト等堅牢な固定方法により設置するとともに、安全対策を確実に実施すること。また、既存の状態で設置不可能な場合は、発注者と協議の上、破損のないよう養生を施すこと。（ウエイト、安全対策等全ての費用は受注者の負担とする。）
（３）設置、撤去等の作業中に設営物に破損等を生じた場合には、直ちに発注者に報告するとともに、受注者の負担にて破損前の状態に復旧すること。
（４）イベント終了後、設営物等を撤去し当該会場を原状に回復すること。
（５）設営及び撤去により発生した廃棄物等の処理は、関係法令に基づき、受注者の責任において適切に行うこと。なお、これに伴う費用については、受注者の負担とする。
（６）設営及び撤去業務完了後、速やかに発注者に報告し、発注者の確認を受けること。
（７）受注者は、当該会場施設管理者から異議又は意見があったときは、速やかに発注者に報告し、その指示を受けること。
（８） 資格を要する業務については、有資格者が行うこと。

１０ 安全管理
受注者は、安全管理に関し、次に掲げる事項について万全を期すること。
（１）履行場所の管理
労働者の安全及び衛生管理、整理整頓、並びに周辺への配慮を行うこと。
（２）保護対策
本業務の実施に際し、既存施設等に対する保護対策を十分に施し、破壊や汚損を防ぐこと。

１１ 損害・事故責任
本業務の履行に際し、受注者の瑕疵により設営物等への破損、紛失、第三者への事故等が発生した場合は、すべて受注者の責任とし、発注者はいかなる責任も負わないものとする。また、設営された仮設物等の火災、盗難、破損、いたずら等による事故については、発注者の責めに帰すべき理由の場合のほか、発注者は責任を負わないものとする。

１２ 保険
労働災害保険、賠償責任保険等、業務上必要となる保険に加入すること。
※イベント興行中止保険については、主催者である実行委員会が加入することとする。

１３ 法令・条例等の遵守
受注者は、本業務の履行に関係する法令、条例等を遵守すること。

１４ 提出書類
受注者は、次の書類等を発注者に提出しなければならない。各書類等の提出期限に
ついては、別途発注者が指定する日とする。
(１)スケジュール表等の提出
ア　契約締結後、受託事業者は以下の書類を提出し、速やかに受託事業者側の業務実施　体制を明確にすること。また、業務従事者を選定するにあたり、本業務を円滑に遂行できる能力を有する人員を適切に配置すること。
1 スケジュール表
2 実施管理責任者、連絡実務担当者及び各業務担当者の一覧表
3 外部協力者（下請業者等）がある場合は、その協力者の概要と担当者一覧表
4 その他、実行委員会が必要に応じて指定する書類
5 労働災害保険、賠償責任保険の写し
イ　アに定める書類の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに実行委員会に報告する　こと。
 　（２）業務終了後
ア 委託業務実績報告書 １部
イ 現場撮影写真電子データ（設営前・設営後・撤去後） １部
１５　留意事項
（１）本仕様書は、本業務の基本的事項について定めるものであり、本仕様書に明記されていない事項でも業務遂行上必要な事項は、発注者と協議のうえ、受注者の責任において、誠実に履行すること。
（２）本仕様書に定めのない事項は、実行委員会と受託事業者において協議の上決定する。

１６ 秘密の保持・個人情報の保護
受託事業者及び業務従事者は、本業務で知り得た個人情報や、実行委員会の事務に関する機密事項等を、みだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

１７　委託料の支払い
委託料の支払方法は、契約期間終了後に受託事業者が実行委員会に請求するものとし、実行委員会は、請求を受理した日から30日以内に支払うものとする。ただし、これにより難いときは45日以内とする。

